
　区は、区内中小企業を支援するために、低金利な融資をあっせん
しています。
　金融機関や東京信用保証協会が審査・融資し、区が金利の一部や
信用保証料の全額または一部を負担します。

区区のの中小企業融資制度中小企業融資制度ををご活用くださいご活用ください

　相談内容に応じて関係機関と連携し、支援を行います。
※各事業には資産・収入等の要件があります

仕事・生活サポートデスク（区役所１階）　☎内線２６２４相談・問合せ

経済的なこと、仕事や
住まい等の相談窓口住まい等の相談窓口

一人で悩まず
ぜひご相談ください
家族からのご相談
もできます

主な中小企業融資の種類
融資名 融資限度額 本人負担金利 資金使途

普通融資
運転資金 2000万円 1.4% 運転
設備資金 2500万円 設備
小規模企業資金 1250万円 0.6% 運転・設備・併用

特別融資

経営基盤強化
小規模企業特別支援 500万円
施設・設備近代化 1500万円 0.5%

設備
事業承継支援 運転・設備・併用
季節資金 500万円 運転
経営改善借換 3000万円 0.6% 運転（借換）

▶ 区内に住所・事業所がある
▶ 区内で引き続き１年以上同一事業を営んでいる
▶ 申込み日までに各種税金を完納している
▶ 東京信用保証協会の保証対象業種である
▶ 許認可等を要する事業は、その許認可を得ている

次の要件をすべて満たしている中小企業者対象

項　　目 内　　容 問合せ 相談日時
一般相談 日常生活での悩みや困っていること等 区民相談所（区役所３階）☎内線２１４５

㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分おとしより
なんでも相談 高齢者に関する相談 おとしよりなんでも相談窓口（区役所２

階高齢者福祉課内）　☎内線２６７５
家庭相談 夫婦・親子関係や、離婚、養育費等 子育て支援課（区役所２階）☎内線３８１３ ㈫・㈬午後１時20分～４時　※要予約
ひとり親家庭相談 ひとり親家庭の生活や就労等

㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分児童虐待・
子育て家庭の相談

児童虐待、子育てについての悩み、家庭
での子どもの問題等

子ども家庭支援センター
☎（３８０５）５５２３

こころと生き方・
ＤＶなんでも相談

ＤＶ（配偶者等からの暴力）、夫婦・親
子関係、職場・近隣の人間関係、自分自
身の生き方等の相談

アクト２１☎（３８０９）２８９０

▶第１㈬午後５時～８時
▶第１㈮、第２㈬、第４㈬・㈮午前10時～午後４時
▶第２㈮、第３㈬・㈮午後２時30分～８時
▶第２㈯午前10時～午後３時
※要予約

ＤＶ相談 ＤＶに関する相談 配偶者暴力相談支援センター
☎（３８０６）３０７５ ㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

外国語による相談 英語、中国語、韓国・朝鮮語での相談
区民相談所（区役所３階）☎内線２１４５

第１㈭　※㈷の場合は、第２㈭
●英語…午後１時～４時
●中国語…午前９時～12時（正午）
●韓国・朝鮮語…午前９時～12時（正午）

交通事故相談 交通事故（車・自転車等）の加害者・被
害者相談 ㈪・㈬・㈮午前８時30分～正午、午後１時～５時15分

消費者相談 契約上のトラブルや悪質商法、商品の購
入に関する苦情等消費生活上の相談 消費生活センター（区役所６階）

☎（５６０４）７０５５
㈪～㈮午前８時30分～正午、午後１時～４時30分

弁護士による
多重債務特別相談

事前に消費生活センターに相談のうえ、
弁護士が相談を受け付け 第２・４㈮午前９時～正午　※要予約

職業相談・紹介 就職の相談と紹介、求人情報検索 Ｊ
ジ ョ ブ

ＯＢコーナー町屋（センターまちや３階）
☎（３８１９）７７７１

㈪～㈮午前10時～午後６時内職相談・紹介 内職の相談と紹介、内職求人の受け付け ＪＯＢコーナー町屋（センターまちや３階）
☎（３８００）８７１０

若者向け就労相談
就職に向けた個別相談、適職診断等

わかもの就労サポートデスク
（センターまちや３階）
☎（３８００）６１８８

子育て女性向け
就労相談

子育て女性のおしごと相談デスク
（センターまちや３階）
☎（５９０１）１８７０

㈫～㈭午前10時～午後４時

仕事・生活
サポートデスク

経済的な問題、仕事や住まい等の困りご
との相談

仕事・生活サポートデスク（区役所１階）
☎内線２６２４ ㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

暮 ら し の 相 談 　区民の皆さんの悩み等について、相談員が相談に応じています（無料）。
※㈷等を除く

経営支援課　☎内線４６７申込み・問合せ

　 　必要に応じて、生活困窮者自立支援制度に基づく支援プランを作
成し、関係機関と連携しながら自立に向けた支援を行います。

生活や働くことに不安・貯金を切り崩して生活している方等対　象

自立相談支援事業

住居確保給付金
　 　就職に向けた活動をすること等を条件に、一定期間、家賃相当額を
支給し、生活の土台となる住居を整え、就職に向けた支援を行います。

65歳未満で、離職等で住居を失った・失うおそれがある方等対　象
就労準備支援事業

　 　就職活動の準備に向けた支援を行います。また、わかもの就労サ
ポートデスク・就労支援コーナーあらかわ等と連携し、支援します。

65歳未満で、生活リズムが乱れている・人とうまく付き合
えない等で就職することが困難な方等

対　象
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広告内容の問い合わせは各事業所へ広 告

福祉用具のケア・フレンド

その他いろいろ取り扱っております。是非ご来店下さい。  ☎０３－３８０９－２７１４
自助具 歩行器 靴 ４点杖 浴槽台 シャワーチェア ポータブルトイレ

完全予約制 0120-013-621 9:00
18:00

～ 随時受付中平
日

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

□TEL 03-5363-6333
□http://precious-law.jp/
□E-mail:info@precious-law.jp

□FAX 03-5363-6334  

【営業時間】 平日 9：00～18：00

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ、
一人で悩まずに無料相談をご利用ください。

無料電話相談 無料来所相談
型肝炎訴訟（給付金請求）について


